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労働保険の年度更新の申告が始まります。

2026年6月1日（月）、労働保険の年度更新申告の受付が開始されます。本年の申告・納付期限
は、7月10日（金）です。 
年度更新は、毎年6月1日から7月10日までのあいだに労働保険料を計算し、納付を行う定例の
手続きです。厚生労働省から企業宛てに、5月末から6月初旬に到着するよう、年度更新の申告
書および納付書が同封された緑色（青色）の封筒が発送されます。
なお、電子申請が義務付けられている企業は、2026年度から紙の申告書の送付がなくなりま
す。代わりに電子申請に必要な情報が記載された通知書等が送付されますので留意が必要で
す。
今回の記事では、年度更新の基本情報に2026年度の変更点を盛り込んで解説します。

労働保険の年度更新とは
はじめに、労働保険の仕組みと、年度更新の概要を解説します。

1　労働保険とは
労働保険は、労災保険と雇用保険の2つの保険の総称です。



雇用保険と労災保険の保険給付はそれぞれ別で行われますが、保険料の納付等は、この2つの
保険が一体のものとして取り扱われています。

2　年度更新とは
年度更新とは、前年度の概算保険料の確定および精算と、当該年度の概算保険料の申告・納付
をあわせて行うことをいいます。年度更新は、従業員を雇用するすべての企業が実施しなけれ
ばならない手続きです（※）。
※従業員が0人であっても、今後雇用する見込みがあり引き続き労働保険を継続する場合や、
事業を廃止した場合も年度更新の対象となります。

3　労働保険料の算出
保険料額は、対象となる従業員に支払った賃金の総額に事業ごとに定められた保険料率を乗じ
て算定します。
なお、労災保険と雇用保険では、以下のとおり対象となる従業員の範囲が異なることに注意が
必要です。

保険料を算出するため、まず前年度（2025年4月1日〜2026年3月31日）に従業員へ支払った
賃金を月ごとに集計します。次に、集計金額に対して業種ごとに定められた保険料率を掛けて
保険料を算出します。集計対象は、その期間の労働に対して支払いが確定した賃金です。

4　一元適用事業と二元適用事業
労働保険は、事業の種類により「一元適用事業」と「二元適用事業」に区分されます。

【一元適用事業】
一元適用事業は、労災保険と雇用保険をあわせてひとつの労働保険の保険関係として取り扱
い、労働保険料の申告・納付を行います。「二元適用事業以外のすべての事業」がこれに該当
し、緑色の封筒が届きます。



【二元適用事業】
二元適用事業は、労災保険と雇用保険を別々の保険関係として労働保険料の申告・納付を行い
ます。
以下に示す事業が二元適用事業に該当し、緑色（労災保険）と青色（雇用保険）の封筒が届き
ます。

以下が封筒の見本です。

5　労働保険の電子申請が義務付けられている企業は緑色（青色）の封筒が届かない
今年度より、以下のいずれかに該当する企業（電子申請が義務付けられている企業）は、紙の
申告書が送付されません。



これらの企業は、従来の緑・青色の封筒ではなく、定型郵便サイズの茶封筒で、「電子申請情
報通知書」等が送付されます。

（出典）厚生労働省『労働保険年度更新に係るお知らせ』（一部抜粋して掲載）

申告書そのものは同封されませんので、必ず電子申請（e-Gov等）にて手続きを行います。
送付される書類は以下のとおりです。

電子申請を行うときは、「労働保険　概算・増加概算・確定保険料申告　電子申請情報通知書」
に記載された労働保険番号やアクセスコード等を、e-Gov等の申請ソフトに入力して作成を進
めます。
労災保険のメリット制が適用される企業は、同封の「労災保険率決定通知書」に記載されてい
ますので、あわせて確認が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


電子申請の方法については、以下のマニュアルが参考になります。
参考｜厚生労働省『労働保険年度更新　電子申請操作マニュアル』

2026年度（令和8年度）の年度更新手続きの変更点
ここからは、2026年度（令和8年度）の年度更新に関する保険料率や様式の変更点を解説しま
す。

1　年度更新に関する保険料率
【雇用保険料率（事業主負担、従業員負担）】
2026年4月1日から2027年3月31日までの雇用保険料率は、前年度から0.1％引き下げられまし
た。
今回の年度更新では「確定保険料（2025年度（令和7年度）分）」は旧料率、「概算保険料（20
26年度（令和8年度）分）」は新料率にて算出します。実務では、適用する保険料率を誤らない
よう、十分に注意する必要があります。

参考｜厚生労働省『令和8（2026）年度 雇用保険料率のご案内』

【労災保険率等（事業主負担のみ）】
労災保険率は事業の種類ごとに定められており、原則として3年ごとに改定されます。直近で
は2024年4月に改定が行われたため、2026年度（令和8年度）の料率は前年度から据え置かれ
ています。

https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/dl/rouho_k01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf


建設事業の労務費率も前年度と同様です。

第2種特別加入保険料率も前年度からの変更はありません。



なお、第3種特別加入保険料率（海外で行われる事業に派遣される労働者等）は、これまでと
同様の 3/1,000です。
くわしくは以下のパンフレットで確認できます。
参考｜厚生労働省『令和8年度の労災保険率等について～令和7年度と同率です～』

【一般拠出金率（事業主負担のみ）】
一般拠出金は、2018年度以降改定はありません。業種を問わず、一律「0.02／1,000」です。

2　年度更新申告書や算定基礎賃金集計表の様式は昨年度と同様の様式です。
今年度の年度更新申告書および算定基礎賃金集計表の様式は、昨年度からの変更はありませ
ん。ただし、雇用保険料率が変更されたため、雇用保険料の計算に関する記載内容に注意が必
要です。
また、2024年11月の改正により、第2種特別加入の区分に「特定フリーランス（特12）」が新
設されました。これにより2025年度から「指定農業機械作業従事者（旧特12→現特13）」以降
の区分番号がすべてひとつずつ後ろにずれています。今年度の申告時にも、改めて区分番号の
確認をおすすめします。

3　2026年度（令和8年度）に対応した年度更新申告書支援ツールが公開
毎年、年度更新の申告書にあわせた計算支援ツールが厚生労働省から公開されます。計算支援

https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf


ツールは以下のサイトからダウンロードが可能です。
参考｜厚生労働省『年度更新申告書計算支援ツール』

年度更新申告書を作成するときのチェックポイント
ここでは、年度更新申告書を作成するときに押さえておきたい3つのチェックポイントを解説
します。

1　労働保険の対象者
労働保険の対象者は、労災保険と雇用保険で異なります。正確な保険料を計算するには、賃金
集計の際に対象となる従業員を正しく選定しなければなりません。そのため、まずは労災保
険、雇用保険それぞれについて対象となる従業員を抽出しておくことが重要です。

参考｜大阪労働局『労働保険の適用単位と対象となる労働者の範囲』

2　労働保険料の計算に含める賃金、含めない賃金
従業員へ月ごとに支払う賃金には、労働保険料の計算に含める賃金と含めない賃金がありま
す。賃金、手当、賞与など名称にかかわらず、労働の対償として支払うすべてのものが対象と
なります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html#:~:text=%E5%85%88%E9%A0%AD%E3%81%B8%E6%88%BB%E3%82%8B-,%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%9B%B4%E6%96%B0%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB,-%E2%80%BB%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/kosin/keizoku/tanni.html


なお、保険料算定期間中に支払が確定した賃金は、その期間中に実際に支払っていなくても、
対象となります。  
参考｜厚生労働省『令和8年度事業主の皆様へ（継続事業用）労働保険年度更新申告書の書き
方（労働保険対象賃金の範囲）』P14

3　年度更新書類に同封されている申告書の確認
年度更新書類に同封されている申告書には、以下のとおり労働保険料に関する重要な情報が記
載されています。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-all.pdf#page=14
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-all.pdf#page=14


電子申請や年度更新申告書支援ツールを使用するときは、登録情報を入力して手続きを進めま
す。そのため、申告書を作成する前に登録情報を確認することが重要です。もしも企業側で管
理している情報と登録情報が異なるときは、年度更新の封筒に記載されている管轄の都道府県
労働局に問い合わせをし、確認をします。



労働保険料は口座振替が可能　
労働保険料の納付忘れを防ぎ、手間なく確実に年度更新を完了させる手段として、口座振替の
活用が挙げられます。
口座振替に手数料はかかりません。口座振替で納付すれば、毎回金融機関の窓口に行く手間や
待ち時間が解消されます。納付漏れも防止でき、延滞金の心配がありません。納付期限につい
ても、納付書で保険料を納付するより保険料の引き落としに最大2か月のゆとりができます。
2026年度の全期または第1期の申込締切は終了しています。新たに口座振替を検討したり口座
情報を変更する場合は、第2期の申込締切日（8月14日）までに口座振替依頼書を金融機関の
窓口にご提出ください。

参考｜厚生労働省『労働保険料は口座振替が便利です！』（資料を基に作成）

「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合
建設事業のうち、2018年（平成30年）4月1日から2021年（令和3年）1月31日までのあいだに
開始した元請工事について、業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」がある場合は、
すでに申告している保険料額等に変更が出る可能性があります。
すでに厚生労働省から連絡済みの事業以外で、該当期間に開始した元請け工事がある場合は、
都道府県労働局へ確認することをおすすめします。
くわしくは、以下のリーフレットをご確認ください。
参考｜厚生労働省『「水力発電施設、ずい道等新設事業」にかかる労務費率及び労災保険料に
ついて』

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001610660.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/ikkatu-chui.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/ikkatu-chui.pdf


まとめ
年度更新は、毎年発生する定例業務です。円滑な申告には必要書類の早期収集が重要となりま
す。
申告期限の7月10日（金）は、納付期限でもあります。納付が難しいときは管轄の労働局また
は労働基準監督署に相談し、分割などの対策が必要です。未納により滞納が生じた場合、延滞
金などが発生することがあるため、計画的な手続きをおすすめします。


